
多野藤岡広域市町村圏振興整備組合の職員数、給与、勤務時間、勤務条件

及び服務等の人事行政の運営等の状況についてお知らせします。

職員の任免及び職員数に関する状況

（１） 採用試験の実施状況
    欠員補充の必要がなかったため、平成 18年度中において、平成 19 年 4 月 1 日

採用予定者の採用試験は実施しませんでした。

（２） 再任用制度の実施状況
この制度は、定年退職者などのうち、60歳前半に公務内で働く意欲のある者を、

フルタイムまたは短時間勤務の職員として再任用することができるというもの

であり、組合では、平成 13年 4月からこの新たな再任用制度を導入しました。

過去において、この制度による職員の再任用はありません。

（３） 退職者の状況（H18.4.1 から H19.3.31 までの退職者）

区   分
事 由 別 退 職 者 数

定年 勧奨 普通 分限 懲戒 死亡 計

一般行政職 － － － － － － －

消 防 職 2人 － － － － － 2人

計 2人 － － － － － 2人

（４） 職員数の状況

区 分 条例定数
職  員  数 対前年比較

平成 17 年 平成 18 年 平成 19年 平成 18 年 平成 19年

一般行政 22 人 16 人 15 人 22 人 △1人 7人

消防行政 153 人 149 人 149 人 148 人 － △1人

計 175 人 165 人 164 人 170 人 △1人 6人

※一般行政部門において、平成 18年度と比較して 7人増加した理由は、平成 19年 3月

31 日で解散した、藤岡、吉井環境衛生事務組合の職員 7 名を採用したことによるも

のです。

※職員数は一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を有する組合構成市町村か

らの派遣職員などを含み、臨時又は非常勤職員を除きます。

（５） 部門別職員数の状況

区   分
職員数 対前年比較

平成 17 年 平成 18年 平成 19 年 平成 18 年 平成 19 年

普通

会計

一般

行政

総務 6 人 5人 8人 △1人 3人

衛生 1 人 1人 5人 － 4人

消防

関係
消防 149 人 149 人 148 人 － △1人

計 156 人 155 人 161 人 △1人 6人
公営

事業

その他

事 業

農業

共済
9 人 9人 9人 － －

計 165 人 164 人 170 人 △1人 6人



（６） 年齢階層別職員数の状況（平成 19年 4月 1日現在）

区    

分
20～24歳 25～29 歳 30～34 歳 35～39歳 40～44 歳

一般行政職 1人 2人 3人 2人

消 防 職 5人 12人 30 人 2人 6人

計 5人 13人 32 人 5人 8人

区   分 45～49歳 50～54 歳 55～60 歳 計 平均年齢

一般行政職 8人 6人 3人 25 人 46 歳 0月

消 防 職 39 人 27人 24 人 145 人 43 歳 8月

計 47 人 33人 27 人 170 人 44 歳 0月

職員の給与に関する状況

（１）職員給の状況（平成 19年度当初予算額）

                   （単位：千円）

区  分
職員数

（Ａ）

給  与  費 １人あた

り給与費

（Ｂ／Ａ）
給料 職員手当

期末勤勉

手  当

計

（Ｂ）

一般行政職 25人 106,398 17,143 44,852 168,393 6,736

消防行政 146 人 588,419 144,993 248,543 981,955 6,726

計 171 人 694,817 162,136 293,395 1,150,348 6,727

※職員数は、予算計上人員です。

（２）職員の平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢の状況

（平成 19年 4月 1日現在）

一般行政職 消 防 職
平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢

352,500 円 408,000 円 46 歳 0月 334,400 円 397,200 円 43 歳 8月

※平均給与月額とは、給料に扶養、住居、通勤、管理職、時間外勤務手当、管理職員特

別勤務手当を加えた平均の額です。

（３）職員の初任給の状況

（平成 19年 4月 1日現在）

区    分
多野藤岡広域市町村圏振興整備組合 国

一般行政職一般行政職 消 防 職

大 学 卒 170,200 円 170,200 円 170,200 円

高 校 卒 142,800 円 142,800 円 138,400 円

※平成 19年 4月 1日から消防職の初任給を一般行政職と同額にしました。

（４）級別職員数の状況            （平成 19 年 4月 1日現在）

①一般行政職

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級

主 事 主 任 係長代理 課長補佐

係 長

主  幹

課  長 参  事 事務局長

10 人 11 人 3人 1人



②消防職

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級
消 防 士 消 防 士 長

消防副士長

消 防 士

消防司令補

消 防 士 長

消防副士長

消 防 司 令

消防司令補

消防司令長

消 防 司 令

消防司令長

消 防 司 令

消 防 監

消防司令長

11 人 10 人 38 人 71 人 8人 4人 3人

計①＋②

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級

11人 10 人 48 人 82 人 11 人 4人 4人

6.4％ 5.9％ 28.2％ 48.3％ 6.4％ 2.4％ 2.4％

（５）主な職員手当の状況（平成 19年 4月 1日現在）

①一般職員に対する期末勤勉手当（１級から５級に属する職員）

期
末
勤
勉
手
当

区          分 期末手当 勤勉手当 計

支 給 割 合

６ 月 期 1.400 月分 0.725 月分 2.125 月分

１２月期 1.600 月分 0.725 月分 2.325 月分

合 計 3.000 月分 1.450 月分 4.450 月分

役職段階別加算措置 有

②特定幹部職員に対する期末勤勉手当（６級・７級に属する職員）

期
末
勤
勉
手
当

区          分 期末手当 勤勉手当 計

支 給 割 合

６ 月 期 1.200 月分 0.925 月分 2.125 月分

１２月期 1.400 月分 0.925 月分 2.325 月分

合 計 2.600 月分 1.850 月分 4.450 月分

役職段階別加算措置 有

③その他の職員手当

区    分 内          容 支給職員割合

扶 養 手 当 ◆配偶者 月額 13,000 円

◆配偶者以外の扶養親族のうち２人まで月額 6,000 円

◆配偶者以外の扶養親族のうち３人目以上は

・・・月額 5,000 円

（被扶養者のうち 15 歳から 22 歳の者については、

5,000 円加算）

◆配偶者のない職員の場合、扶養親族のうち１人まで

・・・月額 11,000 円

◆扶養親族でない配偶者を有する場合１人まで

・・・月額 6,500 円

75.9％

住 居 手 当 ◆借家の場合

家賃月額 55,000 円に対し、手当額 27,000 円を限度

に支給（家賃月額 12,000 円以下は支給しない。）

◆持ち家新築の場合

取得後５年間のみ 月額 2,500 円

20.0％

通 勤 手 当 ◆交通機関利用者 運賃相当額を支給

◆自動車等使用者 通勤距離に応じて月額 1,500 円か

ら 24,500 円支給

※通勤距離２㎞未満については、支給しない。

※国の制度と異なる内容は、２㎞から 10㎞までの距

82.9％



離区分が、国の区分より細分化されており、それに

伴い２㎞から 10㎞までの支給額に違いがあります。

管 理 職 手 当 ◆管理又は監督の地位にある職員に支給

職務

の級

区分
主 な 職 名 支給月額

７級
１種 局長・消防長 54,180 円

２種 次長・署長 50,330 円

６級
２種 署  長 47,250 円

３種 参  事 43,610 円

５級 ３種 課  長 41,650 円

４級
４種 課長補佐 41,625 円

５種 係長 34,725 円

※管理職手当の額の特例を定める規則により、１種・

２種・３種においては、30％、４種・５種について

は、25％支給額が減額されています。

（平成 22年 3月 31 日まで）

41.8％

管 理 職 員

特 別 勤 務

手 当

◆休日等において交替制勤務に従事する管理職員が勤

務した場合に支給

主 な 職 名 支給額（１回の勤務につき）

消防長
7,000 円

（10,500 円）

次長・署長
6,500 円

（9,750 円）

参事・課長・室長

副署長・分署長

6,000 円

（9,000 円）

課長補佐
5,000 円

（7,500 円）

係  長
4,000 円

（6,000 円）

※（ ）内は、６時間超の勤務の場合

17.6％

特殊勤務手当 ◆救急救命士手当

救急救命士が行うことができる特定行為を実施した

とき１回 510 円

0.0％

時 間 外 勤 務

手 当

◆平 日 時間給×1.25（深夜：時間給×1.5）

◆週休日 時間給×1.35（深夜：時間給×1.6）

◆夜 間 時間給×0.25

54.7％

※支給職員割合は、平成 19年 4月分の支給実績に基づき算出した割合です。

職員の勤務時間その他の勤務条件に関する状況

（１）職員の勤務時間

区 分
１週あたり

の勤務時間
始  業 休    憩 終  業 週休日

通常勤務者

（日勤者）
40時間 8:30 12:00～13:00 17:30 土・日曜日

交替勤務者
（隔日勤務者）

40 時間 8:30
12:00～

13:00

17:00～

18:00
8:30 指定日

※通常勤務者の勤務時間は、１日 8 時間

※交替勤務者の勤務時間は、１日 16時間



※平成 19年 4月 1日より、12:00 から 12:15 の休息時間を廃止し、同時に

終業時刻を 17:15 から 17:30 に繰り下げました。

（２）休暇等の概要
   休暇の種類は、有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇があります。

① 有給休暇
  職員には、暦年で 20日の有給休暇が与えられています。また、翌年に限り 20日を

限度としてこれを繰り越すことができます。

【休暇の取得状況 平成 18年 1月 1日から平成 18年 12 月 31 日】

区   分 対象職員数 総付与日数 総使用日数 消化率

一般行政職 15人 600.0 日 121.5 日 20.25％

消 防 職 148 人 5,920.0 日 918.5 日 15.52％

計 163 人 6,520.0 日 1,040.0 日 15.95％

② 病気休暇
  病気休暇は、職員が負傷又は病気を療養するために必要とされる期間について認め

られる有給休暇です。その事由及び期間は次のとおりです。

事        由 期      間

1 公務上の負傷又は疾病(公益法人等派

遣職員の派遣先団体における業務上の

負傷又は疾病を含む。)

医師の証明等に基づき必要な期間

2 結核性疾病 3年を超えない範囲において、医師の証明

等に基づき任命権者が必要と認める期間

3 結核性以外の私傷病 180 日を超えない範囲において、医師の証

明等に基づき任命権者が必要と認める期

間。ただし、特に長期にわたる私傷病につ

いては、市長の承認を得て 180 日を超えな

い期間を延長することができる。

③ 特別休暇
特別休暇には次の事由に該当する休暇があります。

◆公民権の行使◆官公署への出頭◆ドナー休暇◆ボランティア休暇◆結婚休暇

◆職員の産前産後休暇◆男性職員養育休暇◆育児時間休暇◆妻の出産休暇

◆生理休暇◆妊娠中休暇◆子の介護休暇◆忌引◆父母の追悼休暇

◆危篤看護休暇◆夏季休暇◆長期勤続休暇◆災害休暇◆感染症隔離休暇

④ 介護休暇
  職員が、２週間以上の期間にわたり日常生活に支障がある要介護者を介護するため

勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇制度で、介護休暇によって勤

務しない時間については給料が減額されます。

職員の服務及び分限・懲戒処分の状況

（１）服務規律の概要
   服務の基本原則は、憲法第１５条第２項及び地方公務員法第３０条において規定

されているように「すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、

かつ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」

というものです。

（２）分限制度の概要
  分限処分とは、職員が職責を果たすことができない場合に行う処分をいいます。

分限処分の種類と事由は次のとおりです。



分限処分の種類 事     由

免職・降任 勤務実績が良くない場合

心身の故障のため、職務の遂行に支障がありこれに耐えない場合

その職に必要な適格性を欠く場合

定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

休  職 心身の故障のため、長期の休養を要する場合

刑事事件に関し起訴された場合

災害により生死不明又は所在不明となった場合

※平成１８年度の該当はありませんでした。

（３）懲戒制度の概要
  懲戒処分とは、服務違反や不正行為により行う処分です。

   懲戒処分の種類と処分内容は次のとおりです。

懲戒処分の種類 処 分 内 容

戒  告 職員の規律違反の責任を確認すると伴に、その将来を戒める処分

減  給 一定期間、職員の給与の一定割合を減額して支給する処分

停  職 職員を職務に従事させない処分

免  職 職員としての身分を失わせる処分

※平成１８年度の該当はありませんでした。

（４）職務に専念する義務の免除の状況

   職員は、職務専念義務として法律又は条例に特別の規定がある場合以外

は、その勤務時間及び職務上の注意力の全てを職務遂行のために用い、従

事しなければならないとされています。

   この職務専念義務の免除については、合理的な理由がある場合に限られ

ますが、条例では次の事項が定められております。

①研修を受ける場合

②厚生に関する計画の実施に参加する場合

③上記①及び②以外で任命権者が認めた場合

具体的には、下記のとおり人間ドック受診者のうち職務専念義務を免除し

た者は次のとおりです。（平成１８年度実績）

一般行政職 消防職 計

７人 ５５人 ６２人

職員の研修の実施状況（平成１８年度）

（１）一般行政職

区   分 研   修   内   容 受講者数

一般研修 新任、マネジメント研修等 ９人

（２）消防職

区   分 研   修   内   容 受講者数

一般研修 消防大学校専科研修 １人

〃 消防学校初任科研修    ２人

〃 消防学校専科教育研修 １２人

〃 消防学校幹部教育研修   １人

〃 消防学校特別教育研修   ５人

派遣研修 救急救命士資格取得研修   １人



職員の福祉及び利益の保護の状況

（１）安全衛生に関する事項

   衛生管理者、安全衛生推進者、産業医を選任。衛生委員会を設置し、職

員の危険又は健康障害の防止、労働災害の原因調査や労働災害の防止対策

などに努めています。

（２）公務災害の認定状況

   職員が、公務中に負傷した場合や公務が原因で病気になった場合は、一

般的に公務災害として取り扱われ「地方公務員災害補償法」が適用されま

す。

    ※平成１８年度の公務災害認定はありませんでした。

（３）福利厚生事業の実施状況（平成１８年度決算額）

   職員の福祉及び利益の保護並びに厚生制度の適切な運営を図り、能率の

増進に資するため互助会（職員共済会）に対し補助金を交付しています。

区      分 内                 容

互 助 会 の 名 称 多野藤岡広域市町村圏振興整備組合職員共済会

会 員 数 １５７人

事 業 概 要 ①共済給付事業

◆結婚祝金◆出産祝金◆入学祝金◆銀婚祝金

◆死亡弔慰金◆家族死亡弔慰金◆災害見舞金

◆勤続報奨金◆リフレッシュ休暇給付金

②福利厚生事業

◆職員厚生補助金（人間ドック補助金等）

◆スポーツ・レクリエーション大会

福利厚生事業支出総額 ３，１７３，９３８円

う ち 公 費 負 担 額 １，４７５，５４９円

公 費 負 担 率 ４６．５％

１人当たりの公費負担額        ９，４００円

公平委員会の業務の状況

（１）勤務条件に関する措置の要求の状況

  職員は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、公平委員会に対して、

適切な措置がとられるべきことを要求することができます。

    ※平成１８年度の要求はありませんでした。

（２）不利益処分に関する不服申立の状況

   職員は、懲戒その他意に反して不利益な処分に関して、公平委員会に不

服申立をすることができます。

    ※平成１８年度の要求はありませんでした。


